
一
頁

政
令
第

号

道
路
交
通
法
施
行
令
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
道
路
交
通
法

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
六
十
五
条
第
四
項
、
第
七
十
一
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十
一
条
の
五
第
一

項
、
第
九
十
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
九
十
六
条
の
二
、
第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
、
第
百
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第

百
七
条
の
二
、
第
百
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
百
十
四
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
の
二
中
「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
三
項
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同

条
を
第
二
十
六
条
の
二
の
二
と
し
、
第
四
章
中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
同
乗
の
禁
止
の
対
象
と
な
ら
な
い
自
動
車
）

第
二
十
六
条
の
二

法
第
六
十
五
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。

一

道
路
運
送
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
当
該
業
務
に
従
事
中
の



二
頁

も
の

二

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定

す
る
代
行
運
転
自
動
車

第
二
十
六
条
の
三
の
三
第
一
項
第
三
号
中
「
関
す
る
外
国
の
行
政
庁
」
を
「
関
す
る
本
邦
の
域
外
に
あ
る
国
又
は
地
域
（

以
下
「
外
国
等
」
と
い
う
。
）
の
行
政
庁
又
は
権
限
の
あ
る
機
関
（
以
下
「
行
政
庁
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
外
国

の
行
政
庁
」
を
「
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等
」
に
、
「
外
国
に
」
を
「
外
国
等
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
外

国
の
行
政
庁
」
を
「
外
国
等
の
行
政
庁
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
四
第
三
号
中
「
外
国
」
を
「
外
国
等
」
に
、
「
行
政
庁
」
を
「
行
政
庁
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
六
第
一
号
の
表
中
「
第
百
十
七
条
の
二
第
二
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
第
四
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条

の
二
第
三
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
第
五
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
の
二
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
第
三
号

」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
四
第
五
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
六
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
」
を
「
第

百
十
七
条
の
二
第
一
号
又
は
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
四
第
六
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の

二
の
二
第
七
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
又
は
法
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
五



三
頁

号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
四
第
七
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
」
を
「
第
百

十
七
条
の
四
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
の
表
中
「
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
百
十
九
条
の
二
第
一

項
第
三
号
」
に
、
「
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の

二
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
、
法
第
百
十
七
条
の
四
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
第
四
号
若
し
く
は

第
五
号
、
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
六
号
若
し
く
は
第
七
号
、
法
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
七
第
一
項
の
表
一
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
一
号
ホ
及
び
第
二
号
ハ
、
第
二
項
第
一
号
ホ
及
び
第
二
号
ハ
並
び
に
第
三
項
第
二
号
、
第
三

十
四
条
の
二
第
一
号
ニ
並
び
に
第
三
十
四
条
の
四
第
二
項
中
「
外
国
」
を
「
外
国
等
」
に
、
「
行
政
庁
」
を
「
行
政
庁
等
」

に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
第
百
十
七
条
の
二
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
罪
、
法
第
百
十
七
条
の
四
第
五
号
か

ら
第
八
号
ま
で
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
の
罪
、
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
六
号
若
し
く
は
第

七
号
の
罪
、
法
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
」
に
、
「
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
百
十
九

条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。



四
頁

第
三
十
七
条
中
「
外
国
」
を
「
外
国
等
」
に
、
「
行
政
庁
」
を
「
行
政
庁
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
中
「
第
一
号
の
二
」
を
「
第
三
号
、
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
五

号
」
に
改
め
、
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
削
る
。

第
三
十
九
条
の
四
の
見
出
し
中
「
有
す
る
国
」
の
下
に
「
又
は
地
域
」
を
加
え
、
同
条
中
「
定
め
る
国
」
の
下
に
「
又
は

地
域
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

一

イ
タ
リ
ア
共
和
国

第
三
十
九
条
の
四
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

ベ
ル
ギ
ー
王
国

六

台
湾

第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
有
す
る
外
国
」
を
「
有
す
る
外
国
等
」
に
、
「
規
定
す
る
外
国
」
を
「
規
定
す
る

国
又
は
地
域
」
に
、
「
行
政
庁
又
は
当
該
外
国
」
を
「
行
政
庁
等
又
は
同
条
に
規
定
す
る
国
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び

第
三
号
中
「
外
国
」
を
「
外
国
等
」
に
、
「
行
政
庁
」
を
「
行
政
庁
等
」
に
改
め
る
。



五
頁

第
四
十
三
条
第
二
項
の
表
中
「
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
の
表
中
「
大
型
自
動
車
免

許
及
び
」
を
「
大
型
自
動
車
免
許
又
は
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
三
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
三
号
中
「
第
四
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
第
二
十
六
条
の
六
第
一
号
の
項
中
「
第
百
十
七
条
の
二
第
二
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
第
四
号
」
に
、
「

第
百
十
七
条
の
二
第
三
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
第
五
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
四
第
五
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二

の
二
第
六
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
四
第
六
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
七
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
四
第
七

号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
六
条
の
六
第
二
号
の
項
中
「
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三

号
」
を
「
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
二
第
二
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
第
四
号
」
に
、

「
第
百
十
七
条
の
四
第
五
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
」
に
改
め
る
。



六
頁

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
十
九
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

施
行
日
前
に
し
た
違
反
行
為
に
付
す
る
点
数
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



七
頁

理

由

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
酒
気
を
帯
び
て
い
る
運
転
者
が
運
転
す
る
車
両
に
同
乗
す
る
行
為

の
禁
止
の
対
象
と
な
ら
な
い
自
動
車
を
定
め
る
と
と
も
に
、
台
湾
の
権
限
の
あ
る
機
関
の
運
転
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
を
所

持
す
る
者
が
本
邦
に
お
い
て
当
該
運
転
免
許
証
で
自
動
車
等
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。



一
頁

道
路
交
通
法
施
行
令
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
同
乗
の
禁
止
の
対
象
と
な
ら
な
い
自
動
車
）

第
二
十
六
条
の
二

法
第
六
十
五
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
に
掲

げ
る
自
動
車
と
す
る
。

一

道
路
運
送
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供

す
る
自
動
車
で
当
該
業
務
に
従
事
中
の
も
の

二

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
代
行
運
転
自
動
車

（
呼
気
検
査
の
方
法
）

（
呼
気
検
査
の
方
法
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二

法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
呼
気
の
検
査
は
、

第
二
十
六
条
の
二

法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
呼
気
の
検
査
は
、
検
査

検
査
を
受
け
る
者
に
そ
の
呼
気
を
風
船
に
吹
き
込
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
を
採

を
受
け
る
者
に
そ
の
呼
気
を
風
船
に
吹
き
込
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
を
採
取
し

取
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
運
転
者
以
外
の
者
を
乗
車
さ
せ
て
大
型
自
動
二
輪
車
等
を
運
転
す
る
こ
と
が
で

（
運
転
者
以
外
の
者
を
乗
車
さ
せ
て
大
型
自
動
二
輪
車
等
を
運
転
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
）

き
る
者
）

第
二
十
六
条
の
三
の
三

法
第
七
十
一
条
の
四
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次

第
二
十
六
条
の
三
の
三

法
第
七
十
一
条
の
四
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

現
に
受
け
て
い
る
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
を
受
け
た
日
前
六
月
以
内
に
普
通

三

現
に
受
け
て
い
る
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
を
受
け
た
日
前
六
月
以
内
に
普
通

自
動
二
輪
車
に
相
当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
本
邦
の
域
外
に
あ

自
動
二
輪
車
に
相
当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
の
行
政
庁
の

る
国
又
は
地
域
（
以
下
「
外
国
等
」
と
い
う
。
）
の
行
政
庁
又
は
権
限
の
あ
る

運
転
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
の
行
政
庁
の
運
転
免

機
関
（
以
下
「
行
政
庁
等
」
と
い
う
。
）
の
運
転
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が

許
を
受
け
て
い
た
期
間
の
う
ち
当
該
外
国
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
（
以
下
こ
の

あ
る
者
で
、
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
運
転
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間
の
う

条
に
お
い
て
「
外
国
免
許
期
間
」
と
い
う
。
）
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
り

ち
当
該
外
国
等
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
免
許

、
又
は
当
該
外
国
免
許
期
間
と
当
該
現
に
受
け
て
い
る
大
型
自
動
二
輪
車
免
許

期
間
」
と
い
う
。
）
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
り
、
又
は
当
該
外
国
免
許
期

を
受
け
て
い
た
期
間
（
当
該
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。

間
と
当
該
現
に
受
け
て
い
る
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間
（
当

）
と
を
通
算
し
た
期
間
が
三
年
以
上
で
あ
る
も
の

該
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
と
を
通
算
し
た
期
間
が

三
年
以
上
で
あ
る
も
の



二
頁

四

（
略
）

四

（
略
）

２

法
第
七
十
一
条
の
四
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

２

法
第
七
十
一
条
の
四
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

現
に
受
け
て
い
る
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
を
受
け
た
日
前
六
月
以
内
に
普
通

二

現
に
受
け
て
い
る
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
を
受
け
た
日
前
六
月
以
内
に
普
通

自
動
二
輪
車
に
相
当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁

自
動
二
輪
車
に
相
当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
の
行
政
庁
の

等
の
運
転
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等

運
転
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
の
行
政
庁
の
運
転
免

の
運
転
免
許
に
係
る
外
国
免
許
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
り
、
又
は
当

許
に
係
る
外
国
免
許
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
り
、
又
は
当
該
外
国
免

該
外
国
免
許
期
間
と
当
該
現
に
受
け
て
い
る
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
を
受
け
て

許
期
間
と
当
該
現
に
受
け
て
い
る
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間

い
た
期
間
（
当
該
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
と
を
通

（
当
該
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
と
を
通
算
し
た
期

算
し
た
期
間
が
三
年
以
上
で
あ
る
も
の

間
が
三
年
以
上
で
あ
る
も
の

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
初
心
運
転
者
標
識
の
表
示
義
務
を
免
除
さ
れ
る
者
）

（
初
心
運
転
者
標
識
の
表
示
義
務
を
免
除
さ
れ
る
者
）

第
二
十
六
条
の
四

法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲

第
二
十
六
条
の
四

法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

現
に
受
け
て
い
る
普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
た
日
前
六
月
以
内
に
普
通
自
動

三

現
に
受
け
て
い
る
普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
た
日
前
六
月
以
内
に
普
通
自
動

車
に
相
当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
運
転

車
に
相
当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
の
行
政
庁
の
運
転
免
許

免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
運
転
免

を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
の
行
政
庁
の
運
転
免
許
を
受
け

許
を
受
け
て
い
た
期
間
の
う
ち
当
該
外
国
等
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し

て
い
た
期
間
の
う
ち
当
該
外
国
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
一
年
以
上

て
一
年
以
上
の
も
の

の
も
の

四

（
略
）

四

（
略
）

（
自
動
車
の
使
用
の
制
限
の
基
準
）

（
自
動
車
の
使
用
の
制
限
の
基
準
）

第
二
十
六
条
の
六

法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ

第
二
十
六
条
の
六

法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

る
と
お
り
と
す
る
。

一

自
動
車
（
法
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
重
被
牽
引
車
（
以
下
「

一

自
動
車
（
法
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
重
被
牽
引
車
（
以
下
「

け
ん

け
ん

重
被
牽
引
車
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ

重
被
牽
引
車
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ

け
ん

け
ん

。
）
の
使
用
者
（
安
全
運
転
管
理
者
、
副
安
全
運
転
管
理
者
そ
の
他
自
動
車
の

。
）
の
使
用
者
（
安
全
運
転
管
理
者
、
副
安
全
運
転
管
理
者
そ
の
他
自
動
車
の

運
行
を
直
接
管
理
す
る
地
位
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
使

運
行
を
直
接
管
理
す
る
地
位
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
使

用
者
等
」
と
い
う
。
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
し
、
当
該
違

用
者
等
」
と
い
う
。
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
し
、
当
該
違

反
行
為
に
よ
り
自
動
車
の
運
転
者
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
し
た

反
行
為
に
よ
り
自
動
車
の
運
転
者
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
し
た



三
頁

と
き
は
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
自
動
車

と
き
は
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
自
動
車

を
運
転
し
、
又
は
運
転
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

を
運
転
し
、
又
は
運
転
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

自
動
車
の
使
用
者
等
の
違
反
行
為

自
動
車
の
運
転
者
の
違
反
行
為

自
動
車
の
使
用
者
等
の
違
反
行
為

自
動
車
の
運
転
者
の
違
反
行
為

法
第
百
十
七
条
の
二
第
四
号
の
違
反
行

（
略
）

法
第
百
十
七
条
の
二
第
二
号
の
違
反
行

（
略
）

為

為

法
第
百
十
七
条
の
二
第
五
号
の
違
反
行

法
第
百
十
七
条
の
二
第
三
号
の
違
反

法
第
百
十
七
条
の
二
第
三
号
の
違
反
行

法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
の
二
の

為

行
為

為

違
反
行
為

法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
六
号
の
違

法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
又
は
法

法
第
百
十
七
条
の
四
第
五
号
の
違
反
行

法
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
の
違
反

反
行
為

第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
の
違

為

行
為

反
行
為

法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
七
号
の
違

法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
五
号
の

法
第
百
十
七
条
の
四
第
六
号
の
違
反
行

法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
又
は
法

反
行
為

違
反
行
為

為

第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
の
違
反
行

為

法
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
の
違
反
行

法
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
の
違
反

法
第
百
十
七
条
の
四
第
七
号
の
違
反
行

法
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
の
違
反

為

行
為

為

行
為

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

自
動
車
の
使
用
者
等
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
し
、
当
該
違

二

自
動
車
の
使
用
者
等
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
し
、
当
該
違

反
行
為
に
よ
り
自
動
車
の
運
転
者
が
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
し
た

反
行
為
に
よ
り
自
動
車
の
運
転
者
が
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
し
た

場
合
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

場
合
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
自
動
車
を
運
転
し

三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
自
動
車
を
運
転
し

、
又
は
運
転
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
又
は
運
転
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
動
車
の
使
用
者

自
動
車
の
運
転
者

事
情

自
動
車
の
使
用
者

自
動
車
の
運
転
者

事
情

等
の
違
反
行
為

の
違
反
行
為

等
の
違
反
行
為

の
違
反
行
為

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

法
第
百
十
九
条
の

法
第
百
十
九
条
の

二

自
動
車
の
使
用
者
等
が
、
当
該
自

法
第
百
十
九
条
の

法
第
百
十
九
条
の

二

自
動
車
の
使
用
者
等
が
、
当
該
自

二
第
一
項
第
三
号

二
第
一
項
第
一
号

動
車
の
使
用
の
本
拠
に
お
け
る
そ
の

三
第
一
項
第
三
号

三
第
一
項
第
一
号

動
車
の
使
用
の
本
拠
に
お
け
る
そ
の

の
違
反
行
為

又
は
第
二
号
の
違

者
の
業
務
に
関
し
、
過
去
一
年
以
内

の
違
反
行
為

又
は
第
二
号
の
違

者
の
業
務
に
関
し
、
過
去
一
年
以
内

反
行
為

に
、
法
第
百
十
七
条
の
二
第
四
号
若

反
行
為

に
、
法
第
百
十
七
条
の
二
第
二
号
若

し
く
は
第
五
号
、
法
第
百
十
七
条
の

し
く
は
第
三
号
、
法
第
百
十
七
条
の

二
の
二
第
六
号
若
し
く
は
第
七
号
、

四
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
若
し
く

法
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
若
し
く

は
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号
（

は
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号
（

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
係

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
違
反
行
為
を



四
頁

る
部
分
に
限
る
。
）
の
違
反
行
為
を

し
、
又
は
過
去
一
年
以
内
に
二
回
以

し
、
又
は
過
去
一
年
以
内
に
二
回
以

上
、
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号

上
、
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号

（
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に

（
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第

係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第

五
号
、
法
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十

五
号
、
法
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十

一
号
若
し
く
は
法
第
百
十
九
条
の
三

一
号
若
し
く
は
法
第
百
十
九
条
の
二

第
一
項
第
三
号
の
違
反
行
為
を
し
た

第
一
項
第
三
号
の
違
反
行
為
を
し
た

者
で
あ
る
こ
と
。

者
で
あ
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

第
二
十
六
条
の
七

法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

第
二
十
六
条
の
七

法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

表
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
自
動
車
の
使
用

表
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
自
動
車
の
使
用

者
が
そ
の
違
反
行
為
の
区
分
ご
と
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
指
示
を
受
け
た
後
一

者
が
そ
の
違
反
行
為
の
区
分
ご
と
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
指
示
を
受
け
た
後
一

年
以
内
に
お
け
る
当
該
使
用
者
の
使
用
す
る
当
該
指
示
に
係
る
自
動
車
に
係
る
違

年
以
内
に
お
け
る
当
該
使
用
者
の
使
用
す
る
当
該
指
示
に
係
る
自
動
車
に
係
る
違

反
行
為
関
係
累
計
点
数
（
当
該
違
反
行
為
及
び
当
該
指
示
を
受
け
た
時
か
ら
当
該

反
行
為
関
係
累
計
点
数
（
当
該
違
反
行
為
及
び
当
該
指
示
を
受
け
た
時
か
ら
当
該

違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
の
当
該
違

違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
の
当
該
違

反
行
為
と
同
一
の
区
分
の
そ
の
他
の
違
反
行
為
（
そ
の
行
為
の
都
度
、
同
表
の
下

反
行
為
と
同
一
の
区
分
の
そ
の
他
の
違
反
行
為
（
そ
の
行
為
の
都
度
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
行
為
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
そ
れ
ぞ

欄
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
行
為
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
別
表
第
二
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
し
た
基
礎
点
数
の
合
計
を
い

れ
に
つ
い
て
別
表
第
二
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
し
た
基
礎
点
数
の
合
計
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
自
動
車
の
使
用
者
の
次
の
表
二

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
自
動
車
の
使
用
者
の
次
の
表
二

の
上
欄
に
掲
げ
る
前
歴
の
回
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め

の
上
欄
に
掲
げ
る
前
歴
の
回
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め

る
点
数
以
上
の
点
数
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
次
の

る
点
数
以
上
の
点
数
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
次
の

表
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
を

表
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
を

超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
、
当
該
自
動
車
を
運
転
し
、
又
は
運
転
さ
せ
て
は
な
ら

超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
、
当
該
自
動
車
を
運
転
し
、
又
は
運
転
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

表
一

表
一

違
反
行
為

自
動
車
の
使
用
者

罪

違
反
行
為

自
動
車
の
使
用
者

罪

に
対
す
る
指
示

に
対
す
る
指
示

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
五
号
の
罪

（
略
）

（
略
）

法
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
の
罪

表
二
・
表
三

（
略
）

表
二
・
表
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



五
頁

（
大
型
免
許
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
者

（
大
型
免
許
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
者

）

）

第
三
十
三
条
の
六

法
第
九
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
講
習
を
受
け
る
必

第
三
十
三
条
の
六

法
第
九
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
講
習
を
受
け
る
必

要
が
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

要
が
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

る
者
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
を
申
請
し
た
日
前
六
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
受

ホ

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
を
申
請
し
た
日
前
六
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
受

け
よ
う
と
す
る
免
許
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
自
動
車
に
相

け
よ
う
と
す
る
免
許
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
自
動
車
に
相

当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
受

当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
を
受
け
て

け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
受
け
て

い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間

い
た
期
間
の
う
ち
当
該
外
国
等
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
月
以

の
う
ち
当
該
外
国
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
月
以
上
の
も
の

上
の
も
の

・(

略)

・(

略)

(1)

(2)

(1)

(2)

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
を
申
請

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
を
申
請

し
た
日
前
一
年
以
内
に
、
当
該
免
許
に
係
る
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号

し
た
日
前
一
年
以
内
に
、
当
該
免
許
に
係
る
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号

に
掲
げ
る
講
習
を
終
了
し
た
も
の

に
掲
げ
る
講
習
を
終
了
し
た
も
の

イ
・
ロ(

略)

イ
・
ロ(

略)

ハ

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
を
申
請
し
た
日
前
六
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
受

ハ

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
を
申
請
し
た
日
前
六
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
受

け
よ
う
と
す
る
免
許
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
自
動
車
に
相

け
よ
う
と
す
る
免
許
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
自
動
車
に
相

当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
受

当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
を
受
け
て

け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
受
け
て

い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間

い
た
期
間
の
う
ち
当
該
外
国
等
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
月
以

の
う
ち
当
該
外
国
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
月
以
上
の
も
の

上
の
も
の

・(

略)

・(

略)

(1)

(2)

(1)

(2)

ニ
・
ホ(

略)

ニ
・
ホ(

略)

２

法
第
九
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
も
の

２

法
第
九
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ
～
ニ(

略)

イ
～
ニ(

略)

ホ

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
を
申
請
し
た
日
前
六
月
以
内
に
普
通
自
動
二
輪
車

ホ

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
を
申
請
し
た
日
前
六
月
以
内
に
普
通
自
動
二
輪
車

に
相
当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許

に
相
当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
を
受



六
頁

を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
受

け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
を
受
け
て
い
た

け
て
い
た
期
間
の
う
ち
当
該
外
国
等
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三

期
間
の
う
ち
当
該
外
国
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
月
以
上
の
も

月
以
上
の
も
の

の

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
を
申
請

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
を
申
請

し
た
日
前
一
年
以
内
に
、
当
該
免
許
に
係
る
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
五
号

し
た
日
前
一
年
以
内
に
、
当
該
免
許
に
係
る
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
五
号

に
掲
げ
る
講
習
を
終
了
し
た
も
の

に
掲
げ
る
講
習
を
終
了
し
た
も
の

イ
・
ロ(

略)
イ
・
ロ(

略)

ハ

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
を
申
請
し
た
日
前
六
月
以
内
に
普
通
自
動
車
に
相

ハ

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
を
申
請
し
た
日
前
六
月
以
内
に
普
通
自
動
車
に
相

当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
受

当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
を
受
け
て

け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
受
け
て

い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間

い
た
期
間
の
う
ち
当
該
外
国
等
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
月
以

の
う
ち
当
該
外
国
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
月
以
上
の
も
の

上
の
も
の

ニ(

略)

ニ(

略)

３

法
第
九
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
も
の

３

法
第
九
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一(

略)

一(

略)

二

原
動
機
付
自
転
車
免
許
を
申
請
し
た
日
前
六
月
以
内
に
原
動
機
付
自
転
車
に

二

原
動
機
付
自
転
車
免
許
を
申
請
し
た
日
前
六
月
以
内
に
原
動
機
付
自
転
車
に

相
当
す
る
種
類
の
車
両
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
受
け

相
当
す
る
種
類
の
車
両
の
運
転
に
関
す
る
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
を
受
け
て
い

て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
受
け
て
い
た

た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間
の
う

期
間
の
う
ち
当
該
外
国
等
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
月
以
上
の
も

ち
当
該
外
国
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
月
以
上
の
も
の

の
三(

略)

三(

略)

４(

略)

４(

略)

第
三
十
四
条
の
二

法
第
九
十
六
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と

第
三
十
四
条
の
二

法
第
九
十
六
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
普
通
自
動
車
免
許
の
試
験
を
受

一

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
普
通
自
動
車
免
許
の
試
験
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

け
よ
う
と
す
る
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
試
験
に
お

ニ

法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
試
験
に
お

い
て
使
用
さ
れ
る
自
動
車
に
相
当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外

い
て
使
用
さ
れ
る
自
動
車
に
相
当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外

国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
有
す
る
者
で
、
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免

国
の
行
政
庁
の
免
許
を
有
す
る
者
で
、
当
該
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
を
受
け

許
を
受
け
た
後
当
該
外
国
等
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
月
以
上

た
後
当
該
外
国
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
月
以
上
の
も
の



七
頁

の
も
の

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

第
三
十
四
条
の
四

（
略
）

第
三
十
四
条
の
四

（
略
）

２

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
一
種
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ

２

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
一
種
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ

つ
て
そ
の
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
免
許
に
係
る
自
動
車
等
に
相
当
す
る
種
類
の
自

つ
て
そ
の
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
免
許
に
係
る
自
動
車
等
に
相
当
す
る
種
類
の
自

動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
有
す
る
も
の
（
当
該
外

動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
を
有
す
る
も
の
（
当
該
外
国
の

国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
を
受
け
た
後
当
該
外
国
等
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通

行
政
庁
の
免
許
を
受
け
た
後
当
該
外
国
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
月

算
し
て
三
月
以
上
の
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第

以
上
の
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
試
験
を
免
除
す
る
。

三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
試
験
を
免
除
す
る
。

（
指
定
自
動
車
教
習
所
の
指
定
の
基
準
）

（
指
定
自
動
車
教
習
所
の
指
定
の
基
準
）

第
三
十
五
条

法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲

第
三
十
五
条

法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

道
路
の
交
通
に
関
す
る
業
務
に
お
け
る
管
理
的
又
は
監
督
的
地
位
に
三
年
以

二

道
路
の
交
通
に
関
す
る
業
務
に
お
け
る
管
理
的
又
は
監
督
的
地
位
に
三
年
以

上
あ
つ
た
者
そ
の
他
自
動
車
教
習
所
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
及
び
経
験

上
あ
つ
た
者
そ
の
他
自
動
車
教
習
所
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
及
び
経
験

を
有
す
る
者
で
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

を
有
す
る
者
で
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

法
第
百
十
七
条
の
二
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
の
罪
、
法
第
百
十
七
条
の

ロ

法
第
百
十
七
条
の
二
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
罪
、
法
第
百
十
七
条
の

二
の
二
第
六
号
若
し
く
は
第
七
号
の
罪
、
法
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
若
し

四
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
罪
、
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く

く
は
第
四
号
の
罪
、
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
の
罪

は
第
五
号
の
罪
、
法
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
の
罪
又
は
法
第
百
十
九

、
法
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
の
罪
又
は
法
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項

条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
罪
を
犯
し
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

第
三
号
の
罪
を
犯
し
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、

行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し

三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

て
い
な
い
者

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
同
等
の
免
許
）

（
同
等
の
免
許
）

第
三
十
七
条

法
第
百
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
当
該
免
許
と
同
等
の
免
許
と
し
て

第
三
十
七
条

法
第
百
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
当
該
免
許
と
同
等
の
免
許
と
し
て

政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
免
許
に
係
る
免
許
自
動
車
等
に
相
当
す
る
種
類
の

政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
免
許
に
係
る
免
許
自
動
車
等
に
相
当
す
る
種
類
の



八
頁

自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
（
外
国
等
の
行
政
庁
等

自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
（
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
を

の
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間
の
う
ち
当
該
外
国
等
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算

受
け
て
い
た
期
間
の
う
ち
当
該
外
国
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
一
年
以

し
て
一
年
以
上
で
あ
る
者
の
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
に
限
る
。
）
と
す

上
で
あ
る
者
の
当
該
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
に
限
る
。
）
と
す
る
。

る
。

（
仮
運
転
免
許
の
取
消
し
の
基
準
）

（
仮
運
転
免
許
の
取
消
し
の
基
準
）

第
三
十
九
条
の
三

法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲

第
三
十
九
条
の
三

法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

仮
運
転
免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号

三

仮
運
転
免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
一
号

、
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号
、
法
第
百
十
七
条
の
三

の
二
、
法
第
百
十
七
条
の
三
、
法
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

、
法
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
若
し
く
は
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第

若
し
く
は
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
七
号
（
法
第
八
十
五

二
号
、
第
七
号
（
法
第
八
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限

条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
八
号
に
係

る
。
）
若
し
く
は
第
八
号
に
係
る
違
反
行
為
（
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
一
号

る
違
反
行
為
（
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
係
る
違
反
行
為
に
あ
つ
て
は

に
係
る
違
反
行
為
に
あ
つ
て
は
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
超
え
る

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
超
え
る
速
度
で
進
行
し
て
は
な
ら
な
い

速
度
で
進
行
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
最
高
速
度
を
三
十
キ
ロ
メ

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
最
高
速
度
を
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
（
高
速
自
動
車
国

ー
ト
ル
毎
時
（
高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
い
て
は
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
）

道
等
に
お
い
て
は
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
）
以
上
超
え
る
速
度
で
運
転
す
る

以
上
超
え
る
速
度
で
運
転
す
る
行
為
に
、
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
係

行
為
に
、
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
係
る
違
反
行
為
に
あ
つ
て
は
車
両

る
違
反
行
為
に
あ
つ
て
は
車
両
に
つ
い
て
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
つ
い
て
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
載
物
の
重
量
の
制
限
と
し

り
積
載
物
の
重
量
の
制
限
と
し
て
定
め
ら
れ
た
数
値
の
二
倍
以
上
の
重
量
の
積

て
定
め
ら
れ
た
数
値
の
二
倍
以
上
の
重
量
の
積
載
を
し
て
大
型
自
動
車
、
中
型

載
を
し
て
大
型
自
動
車
、
中
型
自
動
車
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
を
運
転
す
る
行

自
動
車
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
を
運
転
す
る
行
為
に
限
る
。
）
又
は
道
路
運
送

為
に
限
る
。
）
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
自
動
車

車
両
法
第
五
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十

損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
違
反

年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
と
き
。

す
る
行
為
を
し
た
と
き
。

四

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
我
が
国
と
同
等
の
水
準
の
運
転
免
許
制
度
を
有
す
る
国
又
は
地
域
）

（
我
が
国
と
同
等
の
水
準
の
運
転
免
許
制
度
を
有
す
る
国
）

第
三
十
九
条
の
四

法
第
百
七
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
国
又
は
地
域
は
、
次
に
掲

第
三
十
九
条
の
四

法
第
百
七
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
国
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

イ
タ
リ
ア
共
和
国

二

ス
イ
ス
連
邦

一

ス
イ
ス
連
邦

三

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

二

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国



九
頁

四

フ
ラ
ン
ス
共
和
国

三

フ
ラ
ン
ス
共
和
国

五

ベ
ル
ギ
ー
王
国

六

台
湾

（
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
作
成
す
る
者
）

（
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
作
成
す
る
者
）

第
三
十
九
条
の
五

法
第
百
七
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お

第
三
十
九
条
の
五

法
第
百
七
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
を
発
給
す
る
権
限
を

一

自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
を
発
給
す
る
権
限
を

有
す
る
外
国
等
（
法
第
百
七
条
の
二
に
規
定
す
る
国
又
は
地
域
に
限
る
。
次
号

有
す
る
外
国
（
法
第
百
七
条
の
二
に
規
定
す
る
外
国
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
行
政
庁
等
又
は
同
条
に
規
定
す
る
国
の
領
事
機
関

同
じ
。
）
の
行
政
庁
又
は
当
該
外
国
の
領
事
機
関

二

法
（
自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
免
許
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
相
当
す

二

法
（
自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
免
許
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
相
当
す

る
法
令
を
所
掌
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
が
、
国
家
公
安
委
員
会
に
対
し
、
自

る
法
令
を
所
掌
す
る
外
国
の
行
政
庁
が
、
国
家
公
安
委
員
会
に
対
し
、
自
動
車

動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
の

等
の
運
転
に
関
す
る
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
の
日
本
語
に

日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
作
成
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
通
知
し
た
外

よ
る
翻
訳
文
を
作
成
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
通
知
し
た
外
国
の
法
人

国
等
の
法
人
そ
の
他
の
者
で
あ
つ
て
、
国
家
公
安
委
員
会
が
相
当
と
認
め
た
も

そ
の
他
の
者
で
あ
つ
て
、
国
家
公
安
委
員
会
が
相
当
と
認
め
た
も
の

の
三

自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
に
係
る
運
転
免
許

三

自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
外
国
の
行
政
庁
の
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
の

証
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
適
切
か
つ
確
実
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
適
切
か
つ
確
実
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

認
め
ら
れ
る
法
人
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
し
た
も
の

ら
れ
る
法
人
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
し
た
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
及
び
額
）

（
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
及
び
額
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
四
十
三
条

（
略
）

２

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査

２

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
十

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
十

二
条
第
一
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額

二
条
第
一
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額

又
は
人
件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
前
項
の
表
技
能
検

又
は
人
件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
前
項
の
表
技
能
検

定
員
審
査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表

定
員
審
査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
表
技
能
検
定
員
審
査
手

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
表
技
能
検
定
員
審
査
手

数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に
定
め
る
額
か
ら
、
次
の
表
の
第
三
欄
又
は
第

数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に
定
め
る
額
か
ら
、
次
の
表
の
第
三
欄
又
は
第

四
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

四
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

審
査
細
目

区
分

物
件
費
及
び

人
件
費
に
対

審
査
細
目

区
分

物
件
費
及
び

人
件
費
に
対

施
設
費
に
対

応
す
る
額
か

施
設
費
に
対

応
す
る
額
か



一
〇
頁

応
す
る
額
か

ら
減
ず
る
額

応
す
る
額
か

ら
減
ず
る
額

ら
減
ず
る
額

ら
減
ず
る
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

七

道
路
運
送
法
第
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

七

道
路
運
送
法
第
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

条
第
三
項
に
規
定
す

条
第
三
項
に
規
定
す

る
旅
客
自
動
車
運
送

る
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
及
び
自
動
車
運

事
業
及
び
自
動
車
運

転
代
行
業
の
業
務
の

転
代
行
業
の
業
務
の

適
正
化
に
関
す
る
法

適
正
化
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
一
項
に

律
（
平
成
十
三
年
法

規
定
す
る
自
動
車
運

律
第
五
十
七
号
）
第

転
代
行
業
に
関
す
る

二
条
第
一
項
に
規
定

法
令
に
つ
い
て
の
知

す
る
自
動
車
運
転
代

識

行
業
に
関
す
る
法
令

に
つ
い
て
の
知
識

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

３

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査

３

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
十

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
十

二
条
第
一
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額

二
条
第
一
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額

又
は
人
件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
項
の
表
教
習

又
は
人
件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
項
の
表
教
習

指
導
員
審
査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

指
導
員
審
査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
項
の
表
教
習
指
導
員
審

表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
項
の
表
教
習
指
導
員
審

査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に
定
め
る
額
か
ら
、
次
の
表
の
第
三
欄
又

査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に
定
め
る
額
か
ら
、
次
の
表
の
第
三
欄
又

は
第
四
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

は
第
四
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

審
査
細
目

区
分

物
件
費
及
び

人
件
費
に
対

審
査
細
目

区
分

物
件
費
及
び

人
件
費
に
対

施
設
費
に
対

応
す
る
額
か

施
設
費
に
対

応
す
る
額
か

応
す
る
額
か

ら
減
ず
る
額

応
す
る
額
か

ら
減
ず
る
額

ら
減
ず
る
額

ら
減
ず
る
額

一

教
習
指
導
員
と
し

大
型
自
動
車
免
許
又

（
略
）

（
略
）

一

教
習
指
導
員
と
し

大
型
自
動
車
免
許
及

（
略
）

（
略
）

て
必
要
な
自
動
車
の

は
中
型
自
動
車
免
許

て
必
要
な
自
動
車
の

び
中
型
自
動
車
免
許

運
転
技
能

に
係
る
教
習
指
導
員

運
転
技
能

に
係
る
教
習
指
導
員

審
査

審
査

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



一
一
頁

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

（
ア
ル
コ
ー
ル
の
程
度
）

（
ア
ル
コ
ー
ル
の
程
度
）

第
四
十
四
条
の
三

法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
身
体
に
保

第
四
十
四
条
の
三

法
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
身
体
に
保
有
す

有
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
の
程
度
は
、
血
液
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
三
ミ
リ
グ

る
ア
ル
コ
ー
ル
の
程
度
は
、
血
液
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム

ラ
ム
又
は
呼
気
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
と
す
る
。

又
は
呼
気
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
十
七
条
の
四
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
七
条
の
四
関
係
）

放
置
車
両
の
態
様
の
区
分

放
置
車
両
の
種
類

放
置
違
反
金
の
額

放
置
車
両
の
態
様
の
区
分

放
置
車
両
の
種
類

放
置
違
反
金
の
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
若

（
略
）

（
略
）

三

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
若

（
略
）

（
略
）

し
く
は
第
五
項
後
段
の
規
定
に
違

し
く
は
第
五
項
後
段
の
規
定
に
違

反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
又
は

反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
又
は

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
パ
ー
キ

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
パ
ー
キ

ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
を
設

ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
を
設

置
す
る
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お

（
略
）

（
略
）

置
す
る
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お

（
略
）

（
略
）

い
て
駐
車
し
て
い
る
場
合
に
お
い

い
て
駐
車
し
て
い
る
場
合
に
お
い

て
当
該
車
両
に
当
該
パ
ー
キ
ン
グ

て
当
該
車
両
に
当
該
パ
ー
キ
ン
グ

・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
よ
り
発

・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
よ
り
発

給
を
受
け
た
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ

給
を
受
け
た
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ

ッ
ト
が
掲
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か

（
略
）

（
略
）

ッ
ト
が
掲
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か

（
略
）

（
略
）

つ
、
法
第
四
十
九
条
の
二
第
四
項

つ
、
法
第
四
十
九
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
も
の

の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
も
の

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）



一
二
頁

○

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
十
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
道
路
交
通
法
施
行
令
の
規
定
の
読
替
え
適
用
）

（
道
路
交
通
法
施
行
令
の
規
定
の
読
替
え
適
用
）

第
四
条

自
動
車
運
転
代
行
業
者
に
つ
い
て
の
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五

第
四
条

自
動
車
運
転
代
行
業
者
に
つ
い
て
の
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五

年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る

読
み
替
え
る
字
句

字
句

字
句

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条
の
六

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条
の
六

（
略
）

（
略
）

第
一
号

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

第
一
号

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

二
第
四
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

二
第
二
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

第
百
十
七
条
の
二
第
四
号

第
百
十
七
条
の
二
第
二
号

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

二
第
五
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

二
第
三
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

第
百
十
七
条
の
二
第
五
号

第
百
十
七
条
の
二
第
三
号

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

二
の
二
第
六
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

四
第
五
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
六
号

第
百
十
七
条
の
四
第
五
号

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

二
の
二
第
七
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

四
第
六
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
七
号

第
百
十
七
条
の
四
第
六
号

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

四
第
三
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

四
第
七
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

第
百
十
七
条
の
四
第
三
号

第
百
十
七
条
の
四
第
七
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条
の
六

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条
の
六

（
略
）

（
略
）

第
二
号

法
第
百
十
九
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

第
二
号

法
第
百
十
九
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

二
第
一
項
第
三
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

三
第
一
項
第
三
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号

第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号



一
三
頁

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

二
第
四
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

二
第
二
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

第
百
十
七
条
の
二
第
四
号

第
百
十
七
条
の
二
第
二
号

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

法
第
百
十
七
条
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規

四
第
三
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

四
第
五
号

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

第
百
十
七
条
の
四
第
三
号

第
百
十
七
条
の
四
第
五
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


